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マスタ 項番 項目名 内容 備考
労災医科診療行為マスタ 41 下限年齢 内容の変更

・内容：
　労災では未使用：「００」を設定する。
→
・内容：
　当該診療行為を算定可能な年齢の下限値を表す。
　算定可能な年齢 ≧ 下限年齢
　下限年齢に制限がない場合は「００」を設定する。


